
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

自
由
民
主
党
北
島
町
支
部

北

島

一

人

岩

朝

俊

治

小

西

久

美

夫

氏
名

三

月

十

九

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

前

田

晃

良

後

援

会

前

田

義

範

前

田

輝

勝

氏

久

重

二

氏
名

一

月

十

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
助
任
橋
二
丁
目
三
四－

徳
島
市
川
内
町
鶴
島
一
七
八－

令

和

五

年

お
さ
だ
よ
し
な
り
後
援
会

長

田

善

成

一

サ
ン
ト
ノ
ー
レ
吉
野
川
一

所
在
地

三

大
井
ビ
ル
１
Ｆ

〇
〇
四
号
室

三

月

六

日

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

岩

佐

洋

介

後

援

会

岩

佐

洋

介

後

藤

志

郎

松

尾

亜

佳

理

氏
名

三

月

十

三

日

令

和

五

年

松
田
り
ょ
う
へ
い
後
援
会

松

田

亮

平

政
治
団
体
の
名
称

松

田

り

ょ

う

へ

い

後

援

会

松

田

亮

平

後

援

会

三

月

二

十

日



代
表
者
の
氏
名

片

山

朗

阿

波

智

基

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

幸
福
実
現
党
池
田
後
援
会

片

山

朗

片

山

朗

阿

波

智

基

氏
名

三

月

二

十

日

主
た
る
事
務
所
の

吉
野
川
市
川
島
町
川
島
六
六
六

三
好
郡
東
み
よ
し
町
昼
間
一
八

七
九－

一

オ
ー
タ
ニ
ア
パ
ー

所
在
地

－

三

ト
南
二
号
室

代
表
者
の
氏
名

土

井

包

𠮷

森

本

昭

洋

幸

福

実

現

党

令

和

五

年

土

井

包

𠮷

川

島

門

前

後

援

会

主
た
る
事
務
所
の

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
八
四
七

吉
野
川
市
川
島
町
桑
村
三
一
七

三

月

一

日

－

一

ハ
イ
ツ
ミ
ュ
ー
ズ
二
〇

所
在
地

五

－

七

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

佐

藤

ち

よ

み

後

援

会

佐

藤

千

代

美

瀬

戸

貴

下

久

保

仙

一

氏
名

三

月

十

八

日


